
障全協東日本大震災支援対策本部－第１回会議報告
日　時      ２０１１年３月２４日（木）１４：００～１６：００
会　場      ＮＰＯ法人　日本障害者センター
出　席      吉本（障全協）､田中（全視協）、三橋（全国肢障協）、下堂前（全国心臓病）
            清水（全国福祉保育労）、船木（障都連）、国松（障埼連）、本吉（障千連）
　　　　　　白沢（事務局）、家平（事務局）
以下、概要を報告します。
	


１．被災状況について
  ・３月１１日１４時４６分に発生した、Ｍ９．０という観測史上最大級の東北地方太平　　洋沖地震、続く新潟・長野での地震は、地震と余震、津波・火災など、その被害は日　　を追うごとに深刻さを増してきている。
  ・大震災から１３日目の本日、警察庁発表によると死者９４８７人、行方不明者１５６　　１７人、合わせて２５１０４人となっている。被災地１２都道県に及ぶ。
        〈犠牲者〉宮城県（５７１４人）岩手県（２９３９人）福島県（７７６人）等
  ・地震・余震等いまなお続いており、被災地の救援・支援活動等を困難なものにしてい　　る。合わせて、関東においても余震はもちろん、「計画停電」等の影響による交通・　　通信の混乱が続いている。
２．大震災の特徴について
  ・国内的、国際的にも最大級の震災であるとともに、①広域性、②甚大性、③複合性と　　いった特徴をもっている。（阪神・淡路大震災－１９９５、岩手・宮城内陸地震－２　　００８等との比較）
      ①広域性････東北･関東地方全域（１２都道県）
      ②甚大性････２万５０００人、家屋全壊・半壊の被害  町自体が壊滅等
      ③複合性････地震・余震、津波、原発放射性物質漏れ、石油コンビナート火災等
                  計画停電とそれに伴う交通・通信等の遮断、食糧・燃料等の物資不足  ・それ故の被災地、被災者の被害は想像を遙かに超えている｡とりわけ、｢災害弱者｣で　　　　　　　　　　
ある障害者・患者・高齢者・児童等の被害（身体的・精神的・物質的）は計り知れない｡具体的な生活支援とともに、メンタルヘルス・心のケアも欠かせない。
３．政府・関係省庁の対応について
  ・政府内に｢緊急災害対策本部｣(3.11 15時)・｢原子力災害対策本部｣(3.11 19時)設置
     本部長：内閣総理大臣  指定行政機関：関係省庁･地方局、指定公共機関：電力会社     ・ガス会社通信・道路・鉄道・郵便等
  ・被災地・被災者に対する通知・事務連絡････厚生労働省等   〈別紙参照〉
      厚生労働省････最新通知(３月２３日発)
                    『「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴なう社会福祉施設等に対す                       る介護職員等の派遣及び要援護者の受入れについて』の通知
      ※次々と通知・事務連絡等が出されているが、行政機関と職員自身が被災されてい　　　　る中で、その徹底がどう図られるのかも課題になっている。
４．障害者関係団体の取り組みについて  
  ・各団体に｢対策本部｣設置。独自の支援活動を展開（義援金の訴え等)
  ・３月１８日、ＪＤＦ（日本障害フォーラム）に｢総合支援対策本部｣設置
      ２３日・２４日、ＪＤＦ幹部が先遣隊として宮城・仙台入り
      各団体の活動を尊重しつつ、情報の集中、支援の協力等を共同化（具体化はまだ）
  ・各団体のそれぞれの力量・状況等による支援活動の違い
      きょうされん・ＤＰＩ等の早期の人的支援・拠点づくり
      ＪＤ（日本障害者協議会）････｢情報センター｣設置（吉本会長が代表代理）
   ※その他労働組合・民主団体等の取り組み（今後、連携の必要性！）
５．障全協のこの間の取り組みについて  
  ・大震災関連報告（速報）第１報（３月１２日)～第１１報(３月２３日)
      全視協・全国心臓病・全国福祉保育労等加盟組織からの情報等も掲載
      安否確認→支援募金・各県への被災者の受入申し入れ
  ・「東日本大震災支援に関する障全協の当面する対応」（３月１６日発信）
　　　｢東日本大震災支援対策本部｣設置と｢支援募金の全国よびかけ｣等
６．障全協｢支援本部｣の確立と今後の取り組みについて
  ・｢支援本部｣の構成････本部長：吉本会長
                        副本部長：田中副会長・三橋副会長・市橋副会長
                        本部員：在京幹事  事務局：白沢・家平 
  ・｢支援本部｣の目的･･･被災状況の情報収集・提供
                       被災障害者･患者、家族の支援活動
  ・本部会議の定例化････２週間に１回程度  時々の状況報告と課題決定・発信
  ・当面する課題
      ①ＪＤ・ＪＤＦへの結集・共同化  可能な限り共同支援の一翼を担う
      ②情報収集・提供活動の推進
          ・ホームページ掲載････速報、厚生労働省等の通知等  
                                被災障害者･患者､家族の目線に立った情報提供
          ・大震災関連報告の継続発信････加盟組織・関係者限定
          ・障全協新聞・情報誌の発行････大震災特集  支援募金のよびかけ等
      ③支援募金活動････配布ビラ・チラシ作成・発信
      ④被災障害者受入に関する各県申し入れ
      ⑤被災障害者･患者､家族への支援････リーフレット作成
            被災経験のある兵庫の仲間の経験・激励エール
            再出発に欠かせない情報提供（年金・手当､生活保護、住宅等々)
      ⑥政府･対策本部への申し入れ････時々の状況に対応した申し入れ・要望書提出
          第１回申し入れ････３月３０日（水） １６：３０　厚生労働省ロビー集合
                            政府対策本部・厚生労働省対策本部
                            ｢支援本部｣としての申し入れ （吉本・田中・三橋）
７．障全協第４５回総会・中央行動について
  ・加盟組織には､３月末の時点で判断、現時点では予定通りの状態になっている
　・あらためて現時点での対応としては以下の通り
      ４月１０日(日)１３：００～１７：００の短時間　宿泊なし
                    加盟組織代表１名出席で震災関連方針を含む総会議案の決定を！
      ４月１１日（月）の中央行動は延期（状態落ち着いた時期に必ず実施)
                    代表役員のみで政府・厚生労働省対策本部に第２回目の申し入れ
　・議案確認の幹事会は、現状開催困難なのでメール＋電話での確認作業とする
      （議案・財政関連の最終確認を総会当日（４月１０日）午前１０時半からの幹事会　　　　で行う）
  ・各加盟組織への事前発送は、幹事での確認後、送付する　遅くとも４月４日（月）ま　　での送付に努力する（ご迷惑をおかけしますが、対応よろしくお願いします）
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